
診療計画説明書 正常分娩

退院基準

／ ／ ／ ／ ／ ／

分娩当日 産褥１日目 産褥２日目 産褥３日目 産褥４日目 退院

達成目標 ・産後の正常経過が理解できる

検査

処置
・点滴の針を留置します
・分娩後１時間後、２時間後にパットの交換をします

・おしもの消毒があります
　※傷の無い場合はありません

・赤ちゃんは新生児室でお預かりします
　※面会することは出来ます、看護師にお声かけください

・初めての沐浴をします
　以降、毎日朝に沐浴をします
・ケイツーシロップを飲みます

・ケイツーシロップを飲みます
・黄疸の血液検査をします
・先天代謝異常の血液検査をします
（希望者）

・小児科の出生時診察があります ・小児科の退院前診察があります

薬剤
・必要に応じて補液をします
・分娩後、産後薬を飲み始めます

・分娩後、排便の無い場合にはお知らせください

安静度
・分娩後２時間後までは上を向いて床上安静です
 その後は横を向いたりしても良いです
・１度トイレ歩行をした後は、病棟内フリーです

清潔
排泄

・分娩後６時間以内にトイレに行きたくなった場合は
　お知らせください
・１回目のトイレ歩行は看護師と一緒に歩きます
　問題なければ次からはトイレを使用して良いです

・入院について説明をします
・必要な書類をお預かりします

・授乳や搾乳方法の説明をします

・退院です

病名は現時点で考えられるもので今後、検査を進めるに従い変わり得ます。
入院期間は、治療内容や現時点で予測されるもので、症状により変わります。 003

赤ちゃんの処置
※赤ちゃんが小児科入院
になった場合は、赤ちゃん
の処置は小児科で行われ

ます。

　　　　　　　　　月日
　　項目

岐阜市民病院　産科　令和3年2月改訂

・血液検査があります
・尿検査があります

説明と同意
<<ご不明な点は

主治医・看護師に
お尋ねください>>

　産褥経過が良好である

・祝い膳
　（退院までの夕食に１度祝い膳がでます、病状によっては出ない場合があります）

・病院内フリーです

・異常出血や感染がなく全身状態が安定している
・積極的に育児技術が習得できる
・児への愛着行動をとることができる

・沐浴指導、退院指導が理解できる
・退院後の生活に不安がない

・沐浴のお話　：　火 ・ 木 ・ 土 曜日　（　　　／　　　）
　※沐浴室で行ないます（ママケアテキストと筆記用具を持参して下さい）

・退院のお話　：　月 ・ 水 ・ 金 曜日　（　　　／　　　）
　※授乳室で行ないます（ママケアテキストと筆記用具を持参して下さい）
　※体重測定があります

・聴力検査をします（希望者）

・トイレを使用して下さい
・シャワー浴ができます

食事

・妊産婦食です
　（患者様によっては特別治療食になることがあります）

・退院の診察があります

・母児同室の説明をします（PM 9：00以降は新生児室でお預かりします）
　できるだけ赤ちゃんと一緒に過ごしましょう


